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はじめに

作田氏の書いた診断書の恐ろしさは、 「事実がなくても患者が言っただ|す で

犯人にされる」ことろである。診断書にたとえ主訴が書き込まれていても、少

なくとt)「本人 (患者)の言うところによると」との文言があれば、あくまで

もその人が言つているだけだと人|ま理解するものだが、作覇氏の診断書にはそ

れがない。そのことによう、人|ま それを「医師本人の割断Jだ と理解するので

ある
=

第 3章にて後述するが、作銀医師が診断書で A,家の病気の原因を藤井将登

だと特定したことで、それまで,ま全く動こうとしなかつた団地の管理組合や警

察も、その後の動きを大きく変えていくことになるのである。

今回、診断書で犯人を特定したのは作霧医師ひとりである。その点において

作舞氏は厳 しい判断を受けるべきだと考える。

従来は医師が診断書を悪用するケースは保険金詐歎のような個人釣区師の行

為に限られた。が、今lniの ように組織として自己申告だ |｀夕で診断書が書けると

いう基準を掲げ悪用したというケースは類を見ないc 購本禁煙学会が掲げる受

動喫煙症診断書は、喫煙撲滅という政策日的のために喫煙者を犯人として簿:定

して記載 し、喫煙者に禁煙を突き拳まけることが目的なのである。 この点を鍋ま

えず、作霧氏の診断書作成行為を 「他の通常の診断書作成行為と同じように見

ること:|ま、森を見ずして本を見ることにほかならない。



【第1章 作田氏が作成した診断書について】

第 1、 独人を断定した診断書

(1)客観的検査を外した事実

轟本禁煙学会 |■ 2G16年 までまま曲なが策定 した受動喫煙症診断基準の中に

コチエン検査を設けていた 私は駆件訴訟

の途申で 「受動喫煙症 レベル 4」 と診断を 下す :こ まま、 24時間以内 :こ採取され

た尿の中か ら一定濃度に,コ チエンが検轟さ議員′なますね′ばならなをヽことを無った。

そんなこと|ま あ吟得ない。私 tJ tt t)タ バ
=政

吸わないし、夫もわずか少量を犠

むだ :す である。 A尺 氏もタノ`rをやめたと爾いている。にもかかわ各ず、

A多 氏と ハ 久々氏の尿√)中 からコチ・ iン が検なされることなどあり得るわけが

なかった.

その疑獲|を 警日氏‡ti技ごかけると、驚くべき〕ほ事が返ってきたのである。

i尿接査 liよ るコチニン検 liが 、受動喫煙のレベルの各段階!iZごダし1)対応 し′

ないことが多くに)実証データで明らか :こ なつたため li、 2016年 α,基準め救

露Jでそれを外 tン |た のです (響 23号証 7藁 1行 轟、削講訟琴43号轟).

神経を疑った。 「無己申告だサすで診断書を書くこと」を何 と1)思 つていない

ど二ろか、お しろ誇 らしげに語ったのだ。 1養 である.む しろ2016年 おス降、

コサニン検査をなくし、種一の客嬢総検査をなくしてしまったことにより、受

動喫燿症 と警1時まするための根鍵な轟]診 だ!す となって しまった。それが :今獅|の

事態をづ|き 還■して しまfっ た最大√→讐蒙で力)る と考え_る ,



(m)診断書で犯人を断定したのは作鵞氏のみ

f乍 翔氏ま衰 キ被告簿覆の診断義容1ま 、薄務医である倉田医鐸や宮田医舞骨診断

と主)矛盾する1)参 で|ま ない。」と主張する.鰺 ]、 倉田文秋式 (日 本禁饉学会認

定涯)や富覇幹夫費 (そ よ鷺―クリエック)1ま 、診断書で斑人数銹定するという

ような懸かな:=∫ 為|ま 行‐っていなしヽ.診断書の方が、意電書よりなるか:こ 法的競

力を持つことを幾覚 しているためで‡機ないか。倉翔医師と宮饗医舞が、 「藤井

1■登め轟1流婿をA I→ の病因であるJと 違べるギ)は、あくまでも意見書れおい

でのみである。

(3》 雉己靱膠などこな卜行っても自己申鬱

奪涯医銀 :ま 白1)の判断は、鐘参巨師√)書いた診断書を元にし′てliる から問題

がないからように主張囃
~る

か、鐘の要諄 (倉 簿饗師を富活医師)うヽ1藤井1等登

るめ銀湾燿」浄＼病因だお診断 iン たの 1)、 また ハ もの話 iム ょる 1)の なのである

倉摯謳師が だした
'受

幾喫燿壌 レ/ヽ ルヽ 81と いう診簿:|)、 くらた:た 科クリ

ニック:こ 勤めるイ)野奪子氏 (無 本禁競学会慧篤鵞轟士籍)ん｀A らli行 った諄懇

診が接拠 とな今てしヽる.

また、宮難幹夫医幅な自立神経験査・雛4衛機能嬢査 。眼嫁達従運動検査など

客観的検査を行つてい拳 4)ゲ)の、いずれ も「難1流煙が原蒙かどうか |を譲′くる

機査ではないのである。曹懸医諄が向らの意見書のlilで 、 Aら こ)主張すこ:藁 :

流驚が泰甕である肇∫能性 |こ つしヽて薄
‐
氏 した■)1)、 あくま

｀
さも

―
A・7人  ゲヽ→覆診

|]容が嬢拠 となってをヽるのである今

作爾議師 li、 馬|:馨=訴訟‡iて  八輩入 馨イ年我 した診鰺:書 tiついて次のよう:i

達べている.

:こ の点、標儀 嚢、被告舞海の本整診寿:書●が鍾師法 2薫)条進lズ :i、まるく,√ )

であると殊更
=強

弁しており、そのためti被告簿襲√,行為のみな不濠イi為 お断



ずるく,の と思料されるが、被告簿簿の本件診断書Cは、専門医である倉田医師、

宮田医師らの検査結果 `診断等を猛学釣見雄からメタアナジシス的手法で解析

し、患者の両畿から聴き取準を実施し、富簿医師の検査結果・診舞等を医学的

見地から解析 した結果と両親か |)聴 き取った痙状が矛着しないことを確認し、

直接の対 in3~診療に代替じうる程度の情華が得亀)れ亀ことから1乍成されたもので

あることま■嚢 :こ述べた選りである。」 (被告作獨学準備書面 (1)8ヽ 9頁 )

倉遷医師と官爾舞師の診断内容が、作鋼医彗烙まAう 海畿から難き取った疲

状と矛盾するわ:=が ない.同 じ代物が語ってい4のだんヽも.も っとももしい言

葉を使って誤魔化し/て いるを通すぎない。

また、作懸氏:準獲書覇 (礁 , 10頁にて、 世界的に行われている診断方

湊を全薔否定するた等しい」と述べている=iなァでまままるで私たちがあたかも

過去げ)華究の成果を冒湊 t′ てるかのようである。過去の爾究がどうで歩》れ、

無々のケースは全て異なるわけで、その検難も無 し:i11ス らがそ う主張し

た1と いうだ |「)で変人 (病 気の原因)に さ滅tで :ま たまった 1)の で:ま ないt

(4)診断書の呼び名の変遷

作霧氏‡■第一審燿決でな師法 20条違反が悪定されて以降、診簿:書 という

言葉を使わなくなった,平 25号議I(無訴甲盛6琴‐証の 1)で |■ 「本文書 |と

呼び、 「
『 意見書』 として取 り扱ォpれるべきく)の である」と逮べた〕 曇購赤医

療センターの菫ンピューター繭面で :ま議明書とい う項 購|ま どこを探 してキ。無く

やむを得ず、診誘書として発行 しました」と1,適 べている。後述するが、この

点 :こ ついては鶏赤病院 |こ 舞い合わせ、 「意見書」と入ノJす ることが可崚である

ことが判明 している.



では 診 断意見嵐上士 呼び名を変更している。

作難医師がなえ,と か 「診饗書」

「医舞法 2● 条違理の霧を逃れよ

である.

(5)よ りはいな断書を欲しがる轟蟷な現象

自己中告に依難した診断書f)あ り方が、保絞金簿当てで集成されることがあ

るJ)は同無]の事実である。患者の難通響警 :こ 欽撼 した診断書への危険性につい

て述べli t)の をヒ́て,ま 、次の羹決がある。

【札幌地裁難お警 47(ワ )第 ‡豊●3号 1暴険金講求事件 li C〉 いてみ解説】

「生命 。身体の授害を瑞

"1と

すゐ接害舞き償請求において,■ 、資攘ある猛録の診

断書 |よ 、事件暮許関係者により華菫され、その菫1理 プブt,大であると認め 1,れ勝

ちである iな から,、 事件の矮議 :■ ついて {ぅ 決定的意義を :)つ瞬合が多いわであ

るが、そのためには、 十分な診察が毒な提とされるべきである. しかしなが 1)、

この点な機 し、なお悪種の状 y)↓ 説明なぃ t主饉鋳な講えに依拠 し′て、症状を記

載 し診断名をつけている擁が間々みられるとiろ で、議鶴躍誘 :こ よりそめ無理

1宝が否定されな:iれ なな t,な い場合 1)考 えられ (よ う。」

通常、人‡ま「より重い診断名1を嬢 う1)(な である.曲 らのガンめ疲状|=つ い

て :ス テージ3よ う(jス テージ4C)方がよい1と いう人はいない.んミ、どうい

うかけか、受動喫饉症や化学物質進鍍症を轟ク_る 患者 |こ はその逆の機 1鋳 がある
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続 れ こあた り、言藩幹夫

っ
~〔

いたこと‡機、 ラ義半聴昇辱

謹、理議甲疹9・ 77号

のた学擁賛過敏症、機本饉‡■祈る、藤井、絶対議罪させなくて|ま .

号轟、
=呼

誘瞥69・ 77号豪  平成 29年 2堰 27舞 鶏重よう)

診断書 li病名が電されることを無ら参:言 キ:ゐ 寮数の時‡、■祈っている′)た
`

さらli次 の記裁である.

|li:朧 弁護 lijさ ん、ヽ、新 しく件 り通 した受動喫燿の経緯 .た レベル 4の病院の構饉

をPCか ら送 4詳 する。 1(咋:移 疹諄^議、霧:1訴 琴疹会・ 77号証 平裁 29年 糧

月 7彗 輩記 より)

上通の日麓が書かれたのまま、八孝 1氏 が作難氏ψ)診察 (平成 29年 4選 蜃ツ

難)を受ける5難 鋳のことである. 1レベル4の病鋳:を はお赤病院のことで、

その情報を無饉弁護士‡■送っているのだ。驚騨文秋甕師:iも もつた
'受

動喫燿

疲 レベル3iに満雄奪ず、事前に誰かから「翔赤で作懸覆籍からレベル 4の診

断をもらうよう:li難示を受けた可鑑性がある。

は

震

■

Ｐ

甲



その結果、 ハ 孝  :ま 千受動喫煙症レベル 4・ 化学物質過敏症」という診

断書な手にしているこ倉獲医師の下した 「受動喫煙症 レベル 3」 ん`、作田医師

iIよ り
「
受動唾饉症 レベル 4Jに移:き 上 |ず られ、量々無かった 「イと学物質過敏

症Jと いう病鳥が作田医幅によって付 ,す力澪えられている。化学物質過敏症の専

『電である富爾輸夫医鋼の診察を受ますてしヽない :こ もかかわらずである。

ハ 七黎 i氏まま自己申告によキ]大襲裟にアピール し′ただけで、 「受動喫煙痘

レベ・Ib理 。化学擁質過敏症」の診断をもらう二とが i違 来た可嚢性が高い。ちな

みに、受動喫煙疲 レベル 4お まま「致死 レベん一歩手前Jだ というのが作 EEl医 師

の主張であるこ

(6)自 己申告のみでよいとする考え

日本禁煙学会のな崎道幸医師 (道北勤医鶴旭ブ|1北 医院院長)な意見書 (乙 5

摯証、霧:1訴「F65号隷)ダ)中 で次のよう:こ 達べている。

「これらめま観解J受動喫燿煙ぼく麟状わこの警告内容が、受動喫煙の客観的難標、

生体マーカーをどのよう‡i関連するか‡二誕する調査研究が数多く行われ,た結果、

受動喫煙に関する非喫煙者め主観的中告と客観的指標とご)間 に極めて良好な相

関が存在することが饗らかとなったのである。つまり F受鶴喫煙者の主観的奉

告に基づき推定された受動喫煙ぼく慇程度』が F受幾喫爾の客観的難標』の海

選できる代層指標として、 F糧実に発生している受動喫煙関連健康障害 (受動

喫煙癌)』 の標病であることを強く示竣するクリティカルな1育報でお巻ことが

構務しているのである。1

これに対 し、別件縣訟の高裁率1決では次のようli判示 している
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「イ 他方、倉田医師及び作露医師|ま 、日本禁煙学会による受動喫煙症の分類

と診断基準に従って、控訴人らの体調不良について受動喫煙症との診断をして

いるものと認められるところ、同診断基準において|ま 、受動喫煙磨1/1について

の客観的な裏付けがなくとも診断が可能なものとされている (認定事実 (4)

ア)。 また、な崎氏の意見書によるとゝ受動饗煙に関する非喫煙者の主観釣申

告と客観的指標と鈴間には極めて良好な機関関係が存在するという緩究結果が

報告されている。

しかし、この点についてまま、患者を治療するという医師の立場での診断方法

としては理解 しうるところではあるが、一方で、診断の前提となっている受動

喫煙に関する事実については、あくまでも患者の供述にとどまるものであり、

そこから受動喫煙の原理 (本件では、被控訴入宅からの動流煙の流入)ま でも

が、直ちに推認されるものとまではいい難い。また、非喫煙者の主観的申告と

客観的指標 との間の相関関係 |■ ついても、一般論であり、本件にお |｀ナる被控訴

人宅からの副流煙の流入についてiま 、別途客観的な裏付けが必要である。三空訴

人らは、理診時に記載した蘭診票において、一日の受動喫煙時間として、日中

から深夜まで又は午前中から深夜までなどと記載している (認定事実 (3)

ア)モ)のの、かかる講提となる事実蘭係について、少なくとも被控訴人宅の轟1

流煙の流人が原観となっているということについて|ま 、、前記で検討したとお

り、客観的な裏付けがあると認めるに足りないという本件の証拠関係に難らせ

ば、かかる控訴人らの主訴を前提とした診断書の記裁を基にして、控訴人らが

被控訴人宅からのタバコ¢)副流煙によって受動喫煙症に罹患したと認定するこ

とは困難であるといわぎるをえない。」 (甲 6零―護 7～ 8頁、霧|:訴高裁争1決 )

松鋳医師は、 「過去の研究によると、受動喫煙に関する非喫煙者の主観的申

」 彙

と言つているのだから暮井将登が病因だ」と言つているように受け‡狂めれる。



過去分研究がそ うだからと言って、現場や当事者の状態を実際に確かめるこ

ともしないで勝手に病因と決めつけられてはゝ決めつ |す られた債1はたまらない。

このような主張は喫煙者に入格を認めず、鶴々のケースをそれぞれ吟味するこ

となく「喫煙撲滅運動の駒」として扱っているに等 しい。

(7)過去の喫煙も自己申告

海外の研究を見ると、 「仮に20年の喫煙歴があれば、その影響が身体から

濃えるには同じ年月がかかる」という定説がある。 しかし、日本禁煙学会の考

え方では「過去の喫煙」|ま都合よくも不覆にされている。過去どれだけ長く喫

煙していようとも、いったん禁煙 してしまえば、自分が病気になつても他人の

喫煙のせいに転嫁畠来てしまうのである。とんでt)な い暴論である。

過去の喫煙について医師に報告するか否かもあくまでも自己申告であり、医

鍮側にそれを殊更に聞き出そうとする姿もない。よって当然のごとく、 ス夫

は「裁判の約 2年餞まで25年‡こも及ぶ喫煙難があった」ことを懸して作爛医

師を受診した。

Aス 氏は別件訴訟での証入́尋難で、日赤の購診票には「現在の喫煙を聞う

機 しかなかったJと 護言している。ことのことについて、私は澪赤の購1診票を

調査 したが、そこ:こ は過去の1契煙を蕎う機がきちんと存在していた。当然であ

る。診断をするのに必要なのは過去の履歴であり、現在についてだけを購いて

モ)意味がないことは通常人であればわかることである。

ところが驚くべきことに作翔舞師は、 A夫 の喫煙の事実を知っても尚、診

断1書 を取 り下
'ダ

るど
i食1ヽ

下記の主張を行つた。

iし かし、 (藤井注 : 氏が喫燿を)止めて 1年以上が経過していて、しか 1)

喫煙者機の喫煙が厳然と認められる以上、タバ瀬の副流煙を生 じさせているえ)

今
‘



のが 8害J以上であり、過去の喫煙歴のあるA夫について 2割程度の寄与害J合

と考えることが合理的であります。二 (雫 23号証 5頁、別訴甲43号証)

ハた の過去の喫煙が自身、そして妻と娘に及ぼした影響はたつた2害1に す

ぎないとい うのだ。そして確認したこともない藤井将登に対し、 8害Jの責任を

押し付 |す たのだ。

(8)心因性の問題

化学物質過敏症を訴える患者が 「′か因的問題を抱えている可能性」について

は専門家の間でも指摘されている。化学物質過敏症に詳しい内田義之医師は

で、イな学物質過

敏症の患者の中に|ま ノイローゼや思い込みがある人が少なくないと述べているc

にモ)かかわらず、日本禁煙学会では公式には心因性を受動喫煙症・化学物質

過敏症の要因として認めてない。受動喫煙による身体的被害を訴える人たちに

とれば、そオtは有難いことあるに違いない。何故なら自分の心に問題があると

進んで認めたい人はそ ういないからである。その犠牲の上に、私たちは立たさ

れているのである。

第 2、 作露氏による横浜地裁嶺決の否定

(1)医師法 20条違反について

たとえば、 「すでに診察を巽始している患者に対 して、3ヶ 用の間をあ|｀ナず

して常備薬を渡す場合」は医EIIl‐ 法 2o条違反にあたらない。が、作群源師が

行ったのは 1初診」.つまり会ったことのない人間に対してである。作田医師

|ま オンライン診療 も同様だと主張するが、作躍医自露:が =A.″R をこ行ったの|ま

13
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オンラインでもない。単に母親から話を穂き、他人の書いた診断書を見ただけ

である。これで診断書が書 |す るというのなら誰 :こ だって書ける、ということに

なるだろう。

作田医師は下記のように拳』新したとい うこ

「
Aすス さんιまレベル 4は確実で、レベル 5(致死性受動喫煙症、各種のがん

など)の疑いでしたc」 (甲 26号証、雇訴甲81号証)

「原告A娘の症状は重篤で生命の危険が差し遠っている可能性も推認された。

断書などの書類を作成すること魁望ましいこ

と:ま孟短上二塗上が、やむを得ず、この時点で、なんらかの形で書類を発生土

る三量塑塑た童した。それによって、この書類を見た喫煙をしている人が少しで

t)喫煙を控えていただ |｀することの方を優先した。」 (甲 25号証、勇|:訴 甲66

号証の 1、 2頁 )

これ らを全て伝闘からだけで判断しているのだ。また、後述するが、日赤で

は電子カルテで 「意見書」と入ブブすることは可能であるにもかかわらず作用医

師 |ま 下記のように述べている。

「なお、舞本赤 |^字社医療セ ンターの電子カルテシステムでは 「診断書」名

義の書類作成 。発行 |ま 可能であったが、 「意見書」名義の書類発行が、出来な

い仕様になっていたため、やむを得ず
「
診断書」名義で、以下の通 り書類を作

成 した。 1
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伝間により AtR に死が違っていると幸J断 し、 「病院のパ ソコンで意見

書と入力できる」と無らなかっためで、無診察で診断書を発行 したとい うわけ

である。

「以上より、本書 (藤井注・
ハ 安え のヽ診断書)の作成:こ は、身体診察の実

施 う盪事実上不可能であったにもかかわらず、原告lス
ヵ際の生命の危険を回避

する、緊急避難としての背景があり、制度上 _、『          _し か姦征

する手段がなかったことが指摘できる。1(甲 25号議、311訴 甲66号証参 1、

3頁 )

もっともらしい言葉を並べれば毎だって出来てしまうという部象だ。また、

作田氏は意見書の中で、自らの行つた行為は誰にも不利益を与えていないと述

べている。次′)筒所である。

「本文書は F診野:書』鵜目で|ま あるが、実質鋳には F意見書』であつて、本書

の記載内容によって、原告を受動喫煙から保護 し、黎1益 を与̂え る可能性があっ

ても、原告に危害や不利益が発生 じ得る可能性がある、とは言えない.本件は、

原告に対し、文書の記載恭容に基づいた、手術・投薬等、震襲や轟J作用の危険

性を伴う治療を機奨、指示するものでく)な く、実施く)さ れていない。また本文

書にかかわるいかなる人物、団体蟻も:盈菫機上壺生豊壁蚤重 的を右しておらず、

また、発生させてĹ墜左塗_

したがつて、本文書の記載によって、私が医師法第 20条に違反している、と

はえいない、と考える.」 (甲 25号証、別訴甲66号‐証の 1、 6買 )

作簿氏は、藤井将登を犯人と決めつ |｀すたことで、当人とその家族に大きな不

利益を与えていることに全く鋳]き 合お うとしないのである。
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(2)作田医師のプログ発信

作田氏は令和 3年 5月 10日 、自身のブログ         にて下記の

見解を発表 した。侮辱罪の司法改正がなされる前に削除されたが、極めて悪質

な内容である。

①ひとつ目の記事

表題 :横浜タバコ裁判と診断意見書のいきさつについて (作田学)

横浜タバコ裁判と診断意見書のいきさつと、今後予想される経ilEに つき、ご説

明させて頂きます。なお、今回の事はあくまでも私が1国人的に行ったことであ

り、日本禁煙学会としてはまったく関与していない事を申し添えます。

!、 私が患者 Aさ んと、そのご両親 B,Cさ んを知ったのは20:7年 4月 :

9日 の事で した。私が Aさ んに発行した書類は、既に他の 2カ所から発行され

た診断書を受動喫煙症の専門家の立場から再点検 した書類として位置付けてお

り、意見書 として取り扱われるべきものとして考えております。

Dク リニックからの書類は

作田 学先生ご机下、Aさんをご紹介申し上げます。受動喫煙症に悩んでおら

れます。ご高診のほどよろしくお願い申し上げます。ということでした。この

診断書の骨子は「原告は非喫煙者であり、受動喫煙の発生状況、発生の時間経

過、患者 Aさ んの自党症状から受動喫煙症 と診断される」ということでした。

また Eク リニック (藤井注 :日 本禁煙学会認定医 0く らた内科倉田文秋医師)

からの書類の骨子は、Aさ んは「微量な化学物質、とくに空気汚染化学物質に
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敏感に反応して体調不良となる化学物質過敏症と診断される。関係者の配慮を

望む」という内容でした。

上記 2通の診断書には、受動喫煙症の専門家の立場から、記載内容の出需、

診断の適誤は認められず、これら2通の記載内容を整理 し、受動喫煙診断基準

からレベルⅣ慢性受動喫煙症に相当するという当然の帰結を、私が本文書とし

て文書化 しただけであります。

その後、母親 Cさ んから体調の厳 しさは相変わらずであるが、なんとか面談

には耐えられるとのご連絡がありましたので、神奈川の自宅に赴き、往診をし

ました。その結果、Aさ んの病状は私が書類に記載したとおりであることを確

認いたしました。さらに両下肢の拘縮と骨格筋の姜縮を認め、ベッド上で起床

することすら困難な、いわゆる寝たきりの状態であることを確認いたしました。

本書の作成には、身体診察の実施が事実上不可能であったにもかかわらず、

Aさ んの生命の危険を回避する、緊急避難としての背景があり、制度上「診断

書Jと いう名日でしか発行する手段が無かったことを指摘できます。作成時に

は身体診察がなされていなかったものの、Aさ んの体調回復を待ち、私が往診

にて身体所見を把握し、本書の内容に矛盾がなかったことを確認しています。
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2、 東京高裁の判決では、「これについては他の診断書を見た上での専門家と

しての参考意見」とお認めいただき、医師法の問題は無くなったと考えており

医師法あるいは医師法違反の文書は一切ありません。

さらに令和 4年 3月 23日 、検察からの不起訴にしたのを受け、作田氏は次の

内容を公開 したc

② 2つ 目の記事

表題 :当 然ながら検察庁の「不起訴」が決定しましたので、ご安
`む

ください

(作田 学)

本件では、告発や起訴される理由は全く何も無く、事実無痕なので、当然なが

ら検察庁の「不起訴」が決定いたしました。ご安ミください。

尋常を外れた虚偽告発、名誉毀損、誹謗中傷、個人攻撃を執拗に繰り返 してい

るようですが、YouTube配信が停止とされたり、メディアも全く相手にしな

くなっているようで、当方としてもこのようなフェイク (嘘)には一切係わら

ないことが賢明と思うところです。

今回会で「改正侮辱罪」が可決成立し、このような侮辱行為には !年以下の懲

役・禁錮または30万円以下の罰金」が7月 までに施行される見通しとのこと

ですので、諸々よろしくお願いいたします。#侮辱罪 #名誉毀損 #不起訴

#フ エイク #誹謗中傷 #虚偽告発
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第 3、 裁判所への診断書提出権限は日赤にあり

作圏氏が一点誤解をしていることがある。それは、診断書の発行の権限を持

つのは作田氏でままなく日本赤十字医療センターだという事実である。作田氏が

起こした不祥事によリンセプ トの返戻を受け、警察の捜査を受 |す たのは、交付

責任者である日本赤十字医療センターなのである。

(1)醸 赤院長に医師法 20条違反を報告

令稀元年 11躍 28日 、横浜地裁第 1審にて作灘医師の医師法 20条違反が

断罪されたことを受け、私は同 12月 10日 、東京渋谷区広尾にある日本赤十

字医療センター院長 。本聞之夫氏宛に下記を求める手紙を送った

「半1決の中で、貴院に勤務する作銀学医師が原告0た めに作成 した診断書の177

成行為が舞師法第 20条に違反すると認定されました。作圏医響が、原告の患

者を直接診断せずに診断書を作成 した事実が認定されたのです。従って、作田

医自liが原書に対 して行った診断藩作成のプロセス|ま適正な診察と認められな

かつたことになります。それにもかかわらず貴病院 |ま 、厚生労働省に対して診

断書作成費等に要した診療報繭を請求されました。 これは認められない請求と

なりますから、すみやかに請求の修正を申告 し、この請求を白紙に戻されるこ

とを忠倍 します。 1

「私と家族は作機医懇ψ)書いた不正確な診断書などを接拠に4500万 隅を

請求されたために、2年間も精神的、経済的な負担を強いられました。この冤

罪の原因となった診断書を裁判断が公式に断罪 したいま、作田氏に対してどの

ような処分をされる分でしょうか。無人的な見解を言えば、同氏を雇用し続け
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ること|ま 、貴院の信用を著しく損なうので :ま ないかと考えます。つきまして |ま

作日医師に対する適正な処分を下していただけるようにお願いいたします。」

同年 12月 27日 、日赤本問院長より下記め回答をもらつた。

「作圏への処分等についてのご指摘につきましては、調査を行つたうえで対応

を検討して参ります |

(2)作田氏の除籍

それから3ヶ 漏後の令和 2年 3月 末、私は作田氏が日赤を除籍となつた事を

インターネットで知った。そこで院長代理でもある医療安全推進室・田川氏に

電話確認を行った。すると露ず|1氏 は作躍氏の除籍について、 「藤井さんの手紙

:こ より、遠切に対応 した」と期答した。また、医自露1法 20条が認定されたこと

による「爾赤側の診療報酬の不正取得1についても適切に対応 したと述べた。

(3)日赤への疑義照会

田赤が、自らの不Iな診療報闇の請求に対し、本当に国民健康保険に適切に

対応 したのかを確かめるため、私は、 AIら と私を)が居住する横浜市青葉区保

険年金課に薄:い合わせ した。すると、露赤からは何の中し出もないことがわ

かつた.そ こで、令和 2年 6月 3日 、私は青葉区保険年金課の勧ダ)に より日赤

病院に対し′て疑義照会をかけた         合

疑義照会提lflか ら1週間後、私は再度、青葉区保険年金課に問い合わせを

行つた。すると、青葉区保険午金課から私の疑義照会の書面を受け取つた横浜

市健康福祉局保険年金譲から、東京都にある病院の「不正を監査する醸:暑1で

ある「東京薄ζ蘊祉保健婦指導監査部第二課J送 られていたことがわかった。
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(4)不正請求によるレセプ ト返戻

令和 3年 1月 、私は東京都福祉保健局指導監査部第二課に対 して情報開示請

求を行つた。その結果、令和 2年 6月 15日 、日本赤十宇医療センターに対し

横浜市健康福祉局保険年金課が 「レセブ トの返戻jを求めていたことがわかっ

た。

横浜市健康福祉局保険年金課が東京都福祉保健局指導監査部に宛てた文書

(甲 27号証鈴 3)において、 「3、 疑義等の内容」には 「直接診察をせずに

医師が診断書を作成 し、●様 :こ 渡していたことがわかった。そのため、この診

療について、横浜市から●に確認を行い、レセプ トを返戻することとした。」

と、レセプ ト返戻の理由が 「医師法 20条違反 |にあったことが明確に記畿 さ

れ三二登韓 (藤井注 :●は黒塗り部分)

(5)事例が示した医師による診断書行使の責任

不適切な診療報議の請求につtヽ て責任をとらされたの:ま 日本赤 |^字社派療セ

ンターである。では、不適切な診断書を裁判所に行使した責任は誰にあるのか。

作露医師は答弁書 :こ て下記ア・イのように述べている。

ア、診断書0を麦判所に提出したのは被告作田ではない

イ、被告作難が、別訴における被告 八 らの訴訟代理人からの本件診断書①の

作成時の資料や診療録を送ってほしいとの依頼に基づき送付した資料の一部が

本件診断書②であり、被告 A:ら訴訟代理人も、同資料の内の本件診断書②を

本件診断書のと同一の物と誤解 したまま壼拠として提出しているのであり、間

訴訟代理人に虚偽診断書行使の故意等はない。
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ここで作圏氏は 「行使責任 |ま 自分にはない」のだが、本来ゝ行使責任のある

曲霧弁護士も「診断書eと ②は同一のもの」と譲解 しただけなので、虚偽診断

書行使の故意性はないとして浮J漂弁護士をかばっているこ

が、過圭の判例二は虚熱診断書行使罪の責任を医師が免れ釜と塗二上を丞L
てしヽる^次の通 りである。

東京高裁裁判所EE権 27年 (う )第 26議 〇号8召和 27年 菫1月 27日 第 量

刑事轟躍決 (業務上堕睦藪死、虚偽診攣書 :′年成、虚偽診断書行使被告事件 )

「荷く嵯ゝ、公務爾臨提出すべき涯類の診断整辟虚幾の記載内容を書している理

上、そのこと奎認盤し二轟該公務所にこれを提出行使 した以上、その行桂者が

ム上全二【 これを行いた儀と、はたまた、鍍診断書の法壼の提轟義務者である

との薔とと量堡菫型塗菫上

を妨げない.本簿クヽ訴事実によれば、被告人はそこ)甕輸手術¢)不 手除から1ヒ 圏

隆了̂の・1官体 :こ 捜傷を負わしめ、それ l‐ よる失鋳なのためイ1女 を死亡する,i燿 ら

しめた結果、誇
「 和 26年 9月 25難 右罐瀬を無歳するため直接死因として急性

汎発性腹1英 炎、直接死肉の原因として急性虫様突蹴炎なる鷹偽の事項を無ら通

載 した北圏隆ず‐の死亡診断書 2選 を裁灘種之鶴こ手交し同入を介して同 Hこ れ

を:魂り|:保健輌及び荒サ|1区 役所に鐘蕪せしめもって壼鶴の診簿:書 を:=す贅 したとい

うのであるから、若ヒ′、右公議事実にして認め得られる1)のがある:iお いて|よ 、

森な設説示するところ‡i簿 らし、当然、被告人は刑法鷲 1疹 1条悔 1項所定の虚

鍵私文書行使の罪の刑資を免かれ得ないものと言わ喩薔すればならない条爆し′て

然 |,ば、原審が果して、な公講事実の隷ダ)得 られることを離提としノて立輪し′た

のであるかイ豪1う かまま必ずしも狭内で|ま ないが、癬た)に く)っ て、死亡届の爆痣轟

務者でなければ、右撃√)成立すること|ま ないとして、壌な獲種之動が本来の 41‐ 爆
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銀義務者であることを理由に、国人の共犯又は従う巳となるまま格別、被告人が自

ら直接行使者とヒ.で の責任を負うものではなしヽから右公訴事実は結局罪となら

ないも母と判断してこれが事実につき無罪の言渡をしたことは、法会を雄 し

た結果刑事訴譲法欝旦36会翼ぃわゆる法令の適寛を懸壕の過盤な重盪麺る笙

量量髭盤な:出駿盤量≧型墨握量奎直菫腟豫ゼ墜 る」級激 _

原理決はこの農‡こおいて爾窪その磁轟を饉かれない。 (う 1層 こ二まで)J

そ 1)そ i)「 医鐸な自らが診断書の外に出て、公務所 :こ 持参することはない」

とい うの ;ま 大統提である。直接公務彎工轟さな |す れば行装鼻に問われないとい

うのであオ1′ ば、医幅はま承とんどの場合、行贅罪に聞われないこと:こ なって し菫

う。医師
`ま

弁護士を通 じて診断書を裁手lttti行贅 しているのである。

ましてや今回裁摯l所に行使 した診断書②の大元 1機 、 ス カ強 を́診察せずじ

て書いたな師法 2o条違反の診簿:幕 である。

この点を菫く児て、 検察審査会は令和 4年 霧月、イケli:氏 をイ(起 訴 11し た検

察判断を不当でまる と決議を }jし たのである.

第 4、 日赤への確認

(1)作 難医師による新たな虚偽診断書瘍作成

駆簿訴訟の審議中、私 :衰作諄舞師が本当‡iあダ)よ うな猛機な診断書を書くの

かを自分め饗で推かめたいと考えた。そこで、実験:iタ バEこ)煙で咳込ξr友人

である支援会σ)轟」代表酒井久男氏が作田医師ヴ)診察を受 |す るこ二こ協力してく

れることl~な った。そして私く)診察の場に躍痣 狂́た.

全稀元年 7井117菫 、酒井氏が作懸菫師の診察を受 |ナ ている崚中に、不覚に

1)透井i氏 が 「ユニタ
=り
‡■行くと衣類の統維で書しくて咳き込む」と作爾閑鰺li
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何度も訴えたcこ の段階で私は受動喫煙症の診断書は発行されないと考えた。

というのも、日本禁煙学会が掲げる受動喫煙症診断基準によると、受動喫煙症

と認定されるには下記の条件が必要だったからだ。

。疾患の症状が受動喫煙の停止 とともに濃失する。また受動喫煙の環境下に無

ければいつまでも無症状である。

・タバコ煙以外の有害物質曝露がないはタバコの煙が存在する場合のみ起こる。

ところが、受付で手渡された診断書を見て私は驚いたcそ こには、手動塵揮

症レベル 3 「タバコの煙の無いところでは全く症状は起こらない。Jと書か

れていたのである。

これ :ま全くもって虚偽記載である。衣料繊維で咳込むと訴える患者に対し、

「タバ=の煙の無いところでは全く症状は起こらない」と書いたのだ。しかも

医籐法 20条違反が審議されている一審の最中である。あまりにもの危機感の

なさである。が、一点、
ハ

らに書いた診断書と異なることがあった。それは

二墨くところによると|と いう文書が雄わっていたことである。

(2)圏赤の文書課担当者および職員への直接確認

令和 3年 1月 6爾 、私は作購猛師の作成 した診断書について直接目赤に確か

めるため酒井氏と難赤を訪れた。

私たち:ま まず初めに文書課窓園・
: レ 氏と話を行い

、小p.氏 より勧められて患者サービス推進課・

匿 氏と1時間会議を行つた。 ア氏は20年以上の議務歴を持つ昌赤職員で

ある。
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その中で多くの事実が判明した。 )1氏 との音声録音の反訳を提出する。依

頼まま株式会社 IPパー トナーズに行った

結論を先に述べると、作霞氏の診断書発行のや り方は、日重が定めた方法か

徹大きK挽脱L´ていたのである^

(3)メ ールだろうが郵送だろうが

別訴、原告準備書面 (8)8～ 9頁にて、次の記載がある。

「12『Ⅳ-5』 甲46号証の 6は_原豊代理人溢作胆_医師から診療嵐量釜

デ_夕と上【高、メールで受け取っているものである_実 :ま最初に、この診断書

を原告
Aな

原告 A姜 iが受け取った際に、作田医師の明らかな間違いを作田医

師に直ちに報告した。それは 「受動喫煙症レベルIVjと 書くべきところ、『化

学物質過敏症レベルⅣ≦と記載されていたかわである。この指摘によって、作

題猛自爵iは 、単純な書き間違えということで、曲:ち に書き直しをした。それが甲

第 3号証である。

甲第 46号証の 6と して存在する理由|ま 、作躍医師が書き直したにも関わら

ず、三二2上上【の墨底が     I占 いデ∵夕のまま残っていて、それを

療          L逸 か らでム乙L」

ところが、朋訴最終準備書面にて作田医師 t)由 需弁護士も、具体的な説努を

せぬまま、一方的に「郵送したJと 話を変更している。 下記の通りである。

「なお、一点だけ修正をするが、甲46号議″)6については、後に調べたとこ

ろ (作 露猛師は甲61の陳述書で t)明 らかにされている通り)、 PDFのデータ
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としてではなく、 (誤って保存されたまま)印昂じして郵送 してご送付いただい

主 ものである (なお、被告は甲46号証の 6の送付方法について殊更に気にし

ているようであるが、一般的に医師の方に診断書等をPDFの データとしてお送

り頂 くことはあり、問題になるものではない)。 」

繭田弁護士は 「一般的に医師の方に診断書等をPDFのデータとしてお送 り頂

くことはあ り、問題になるものではない」と違べているが、下記が、日赤の文

書課で定められている正式な 「代理人弁護士がカルテや診断書の再発行を求め

る際」の手続きについての説明である。

① 患者が代理人に委任状を提出する

② 患者の代理人が、露赤文書議に委任状を提鋒iする

③ その際、代理人は無らの身分離魂を行う

④ 文書課が診断書を代理人に手渡しする (逓驚 21司 間、原則手渡し、郵送は

まれ)

(4)割 り印や自署のない偽造可能な診断書

私は全f猥 2年の秋、日赤に通鏡している友人から「購赤のlH式な診断書の

7 *'*-: y l- 」を人手していた。

日赤の正式なフォーマットでは、下記 (A)の ように、医師自身の手書きの著

名を行 う場所が設けられてお り、部鑑を 「白聯の右彊」に押すよう:こ なつてい

る.と ころが、作間医師が作成 した金ての診断書 (B):こ クま手書きの署名 (白
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署)を書き入れる欄は設 :す られていないc酒井氏の診断書にいたっては日赤の

割印すら押 されていない状態だ。

(A)日 赤の正式フォーマット

名前の部字

憲署     印鑑

(3)作 田氏の診断書

作難 学 (部字)巨「鐘

白署なし

直筆のサインや 「日赤の割 り毒」力`必要な瑾由については、診断書作成後、

電子カル′テにスキャンし取 り込むことで偽造を防ぎ、必要が生 じた際には同一

勢ものか確認をとる際た照合を行 うためであるcま た、 「譲 り霧がなく診断書

を鍍すことはない」とのことであった。

(5)診断書の即 猥発行について

即 日発行について|ま ,E′氏から次のような説明を受llた。

「病院のルールとしては、それはあって|ま ならないことであって。その診断書

を涯師が忠者さまに手渡しでぼんって渡すことは、ルール トは絶対 :こ もうなく

してる|まずです、 もう毎年も甫旬に→ 』

「晨F耀 発行、まれにあります。その澤に必ず鷹さなさゃい |す ない診断書だった

りとか、どうして t)患者さんが、鏑えば緊急で、事故で警察に轟さなきゃいけ

ないです とかって、そ うい う場合 :こ 難 闘発行することはあります |夕 ど、その場

合で 1)Z、ず自l鑑は押 します し′、直筆のサインまま入ります し、カルテにスキャン

は入れます し、コス トく)発生するのでコス トt,取 ります じ。 |
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「まれに診察室で医師が受 :す 取つて、書いて渡してしまうっていうことが以前

あったので、それを誌ぐためにも文書窓回つていうところをつくって、医師の

前に秘書課つていう部署がきちん′とカルテに取り込むっていう約束事ができた

ので。なので、今はもう患者さまと医師との間だけでのやりとりの文書つてい

うのiま ないはずなんです。」

「医師によってはもう、病院のルールとしてはもう周知 してる|まずなんですけ

れ ども、患者 さま:こ 言われて診察室で渡してしまうっていうのは事故です、い

わゆるこ とい うことがあったので、過去にcなので、必ずチェックの機関を設

けて、そこを通 してからじゃないと渡さないってい うルールはルールとしてあ

るんです :す れ ども。そういったことが実際にあったっていうことなんですよ

オよ。 」

(6)「意見書」と入力可能

1審 中、被告作籠は、:A ttμ ^の診獅:書 を一度 t)「意見書」とは呼ばな

かつた。が、 1審判決後、慌てて意見書と呼び換えるようになった。その理曲

をこついて作調氏 |ま次のように述べた。

「なお露本赤十字社医療センターの電子カノンテシステムでは ∫診鰺:書虜名義の

書類 作成・発行は可能であったが、_『

仕様になっていたため、や静を得ず『診断書』名義で、以下の通り書類を作成

し′た。」 (66号議の 1にて)

これについてモ)舞 赤に確認した。結果、電予カルテため 「診断書」という文

言を「意見書」に書き換えることは可能であることが半じ饗し′た。
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(7)日赤に存在しないデータ

霧赤院長代理の田り|1氏 は、今和 3年 6月 に警察の捜査が入ったことで自らの

管理体諸Jに落ち度があったことを認め全面的に協力を行つた。そして私に対し

ても、作轟氏が 「手控え」と呼ぶ診断書② (電 |:訴 46号証の6)のデータが日

赤め電子カルテシステムなに存在しないことを告げた。

ところが、診断書②のデータについて作難医師は下記のように説明した。

「この当日 (藤井注 :平成 29年 4用 19澤 、 ハ罐肇 か ら A・女潔 :こ つ

いて話を聞いてしヽる際)に、ハ享 氏 が直ぐに気がう てヽ、私鋳 旨摘してくれ

たので、訂正して『甲3』 の診断書にしたのです。Lかし、

正を反映した_L                     ノ∫ソコン上は

残されでしまったのだと黒います^J(管 24号証 (別訴甲61雅静

作購霊師は、 [1書 き保存が織来ていないのII、 データが残ったというのであ

る。これは 「診断書② (跡 11訴 4等 号議1/36)の データが電子・カルテ内‡i存在し

ない」という雛赤・瞬り|1氏 の発言と矛購する,存在 しないデーータをそもそもイ議∫

故幣欝医師が持ち得たのか。このあたり|ま 作霧医師が ,ハ
ヵ盗 の診断書をど

めように機っていたか|こ ついて解明する必要がある。

臨赤は診断書の交付黄11者 であるに 1)かかわらず、作晴氏が診断書を印 日発

行 し́ていることも、割 り書や羹署のない診簿:書を発行 し′ていることも、電子カ

ルテ内の勝手‡i弁護 l‐ を達 じ裁半J所に提義さな́ていることも知らなかった。
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それどころか、最 t)重要な i作 圏氏力I 
ハ 女換

氏を診察しないで診断書を

発行 していた事実」を知らなかった,そ のことにより、理民健康保険からレセ

ツ トを突き返されるという大失態を起こし、警察の捜査を受 :す る|ま めになるの

である。ある意味、清赤も修藩乗の社撰な行為の犠牲者なのである
=

機第2章 資本禁煙学会魏の関連機機

作饗氏 |ま 響嚇3号護 (躍 11訴 甲43号議)で :これ鐘撃本機煙学会としての

お腰いで1、 風り、また、個人と tノ てのお願いでもあります。1(雫 43弓 証́

遠壌意見書 7～ 8頁,と 述べておきながら、政訴 した途端、爾本禁運学会は覆

係ないを主張を変えている=都合のよしヽものである。

第 1、 裁燿所 |こ提臨された膨大な資料

「個人でイ1っ た1を いう現在プ,I主張と|ま裏腹 :I、 網件訴訟においてli彰大な

な本禁燿学会関連資料が提ittさ れ,て いる.

が難:二 禁燿学会を直接関係あると半J明 している資料およびその議∫能性のある

1)の を示す (轟;、 二こでは諄|:ft・ 訴訟で参号議番号‐で記す).

・琴 ‡写^言正

・ 響機号証

作鐵学憑籍tiよ る ハ尺
への診購書

簿覇学関峰‡iま る 八場各  へ¢)診閣i書

・甲3摯護 幣薄学疑鐸liく糞る A安ュ・ への診簿:書

・ F‖ 1な 号議  「曲曲と正機」 (卜1弁連発行 1月 摯権集、日本禁煙学会理事・

理本光構弁護士 篠片山律弁護士、その鐘 :こ よる執筆サ
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。甲19号証 ネ ット記事 (平成 30年 1月 19日 NHKあ さイチ1の放送内容

「受動喫煙  こんなに深刻だった :」

・甲20号議 上記 DVD

。雫21号轟 漏本禁煙学会倉甕文秋医師による ハ 夫
への診断書

・甲22号証 日本禁煙学会倉圏文秋医師による」
ハ 琵肇  tへの診断書

・甲23号証 日本禁煙学会倉圏文秋医師による
「

ハ 安み  
への診断書

・甲28号証 作圏学医師 1回 目意見書

・甲29号証 諄本禁煙学会役員名簿

・甲30号証 書籍 「禁涯学」 (日 本禁煙学会)(日 本禁煙学会作成。受動察

煙症、化学物質逢鍍症の症状の詳細、受動喫煙症、化学物質過敏症の診断基準

の詳細等 )

・甲 31、 住宅にお ,す るタバコ煙害問題 (日 本禁煙学会理事 。受動喫煙相談担

当 0:理本光樹弁護士)住宅における煙草煙害の詳細。名古屋地裁平成 24年 1

2月 13闘 半ll決 の輸書平等

・甲43号証 作濤学医師 2回 目意見書

・響44号証の l  A』 算.Iの ヵルテ (翔 赤に無許可で出された 1)の )

・甲45拳証の l Aκ のカルテ (諄 赤た無許可で臨された 1)の )

・甲46号議の l A、
資れ

のカルテ (H赤に無許可で轟されたく)の )

・甲46号証の 6 作田氏が 「手控え」と称する病峯が異なる診断書 (口 赤に

無許苗Iで 出された t)の )

.EIB 4 7号証 露本禁煙学会・受動喫煙症診断√)分析 と基準 (2016年 10

月 8圏 改定 )

・甲49号証 裁判例 (花玉裁警1)(東京地方裁判所 )

・響50号議の 1 倉田文秋舞纏 意見書 (‖ 本禁煙学会理事 )

・雫50号証の 2 受動喫煙外来についての調査研究 (倉 置文秋医師)
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。甲50号護の3 「受動喫煙症1月 干」誌 子治療」より (日 本禁煙学会)

・甲50号証め4 NPO法 人日本禁煙学会認定専F電指導者の認定更新に関す

る規定

・甲50号証め5 受動喫llI症の診断可能な医療機関 (甕 本禁煙学会)

・甲51号護の 1 倉田文秋医師による原告ら3名 分カルテ

・甲51号轟の2 今野郁子氏 (く らた恭科勤務)に よる原告ら3名 分問診表

(日 本禁煙学会認定看護師)

・琴31号護の3 今野郁子氏がまとめた経過報告

。甲59号証 挙:蠅 (ベ ランダ裁判)(名 古屋地方裁業所)

・雫60号証 げんき情報換気のすすめ (大阪府医師会)

・甲61号謹 作理学医師 3理 購意見書

・琴62号難 第 16目世界会議報告書、第 16回 タバ凛か健康か世界会議

・甲63号証、新注釈民法 (15)再建 (8)(株式会社 有斐閣)不法行為

にお |｀夕る 1受任限度」について、様々な公害訴訟等の判擁を麟まえて解説 して

いる文献

・雫64号議 書籍 「禁煙学j改定 3版 (目 本禁煙学会)

0甲 65号証 日本禁煙学会松崎道華EXI自‖: 1理 目意見書

・甲66号証の 1 作田学医編 4籠1爾 意見書

・狩166与^議の3 猛事法 (H)野 田寛

・彎:66の 4、 医療行為と法 (大谷賞)

・甲66の 5、 実務 な事法 (爆藤良夫)

e甲 66の 6、 判嶼タイノ、ズNo.540(半電銅タイムズ社)

・甲66の 7、 判優タイムズ 。ヽ,lo34(凝燿タイムズ社)

・雫66の 7、 判擁タイムズNo.1034(鶏 例タイムズ社)

・甲67、 一級建築士大川正芳氏 意見童
二 日
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・甲 68、 松原幹夫 意見書 (技術士 「建築部 F電 」、土壌汚染 ジスク管理者、

「タバコ輩題首都圏協議会J轟聾代表兼事務局長 )

・甲74号証、 八 理λ  瞭述書 PM2, 5の 測定結果

・甲80号証、 日本禁煙学会松崎道幸医鐸 2回 目意見書

・甲81号証 作圏学医鐸 5回 目意見書

・甲82号証、イな学物質遇敏症 「思いのほか身近な環境問題」 (厚生省慢性疾

患総合研究事業アレルギー研究班 )

・甲84号証、暮 らしの判例 (独立行政法人国民生活センター)

・甲89号護の l NHK番 組ROM(2020、 4、 16作成)菫 ロナ禍に

おいて日本禁煙学会命理事長 として作圏医銀がNHKの 取材に応 じて、タバコ

の轟電流煙の問題点を発言 している褻容

・甲89号証の 2 上記のNHKウ _r‐ ブニュース

・甲91号証 中国新聞デジタル :ベ ランダ喫煙、泣き寝入 り?J(標 霧彩

乃)

・甲92写^証  1人権 :の 問題とし′ての 「タバ聖Jを考える (石 田雅彦)同本

光樹弁護士 (陣 本禁姪学会)へめインタビュー

・甲93号証  I)VD 「ヽ′ヽα)ち の林檎」 (ビ ックリ・バン)化学物質遍敏症

に苦しむ患者たちの ドキ _fメ ンタリー

・警94号証 シンポジウムバンフレット (鐵立がん研究センター)様々な角

度からたばこ問題に関する議論がなされている。

・甲95零‐証 書籍 「本当のたばこの話をしよう1(著者 :難立がん研究セン

ター所属・片野躍耕太 )

・甲96号証 書籍 「禁煙学」改訂 4飯 (露 本禁煙学会 )

第 2、 「受動喫煙にお困りなら、こうしましょう」との一致性
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ハ
|ら う一連行機な、薄本禁煙学会の手緩警 「受動種煙 :こ お困りなら、こう

しましまう:た絵つてい悉ことがかかる 1雫 2号証す。 この手順藩が 「裁半モだ

|]:ま でf)マ ニュプル |になってしヽ4磯J鍵′
,生 が嘉い.

舞畿緩与′ヽニニ ■、理在の日本禁煙学会の事務所は、かつての作日医師Φ自宅

であり                、 「受動喫煙にお困りなら、こうし

ましょう1に記載されている住所と一致 している。

下記 :こ 、 「受難饗遷にお塞りなら、こうしましょうJル らヽ、 職 報を起 iす

手i籍 :について言及 している筵所を抜粋する。

1頁 目

1-1写 真を撮影する。 日時・場所などを記録する。

般́のタバコの場 合、 PM2.5を演J定する。

2 受動喫煙症の診断書、化学物質過敏症の診鰺:書 をいただく.

h鮨壁》ゴム
～
rぃT`:stc.o■ 』pゑ寵odules/diattnosis/index,pllp?(o壼 t畿魏t 』建〒4

(藤井注 : :貴難喫煙奪め診簿:可篭な五療機賛:と 費する要 、プ),レ ク)

3 約確な場所に誘え出る。 (7)近隣住宅

4 裁判を起こす時は、かならず p rn 2.5を演」定する。タバコを吸っている

様子をビデオまたは1り真で記録する。または重症時の様子をビデオで記録する。

ノー トにすべてを経時釣に記録する。当方が健康を障害 している、何度も禁煙

をお願いしている、それに 1)かかわらず llk‐煙を続けている.徐々の少量の煙で

も発症するようになっている (化学物質過敏症)、 受任程度外であり、このま

ま放置すれば大変な事になる事を説明する事が大切です
=

6買 目
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(7)近隣住宅 (マ ンション・ベランダ)ん らヽの受動喫煙に対 して

1、 写真を撮影する。 日時・場所などを記録する。できれば PM2,5を 演J定する。

(UT338Cな ど比較的安い機械を購入 して)

2、 受動喫煙症の診断書、化学物質遇敏症の診断書をいただく。 |ま 同じです。

3、 権手の状況 (仕事 。喫煙時羨 ,ど うい う人物か)、 あなたとの人間爾係が

重要であり、対処分前に戦略を練 みないとい |す ません。

4、 最終的‡こまま裁判になるでしょう。その際大彗な事は、当方が健康を障害 し

ている、毎度も禁煙をお願いしている、それ :こ もかかわらず喫煙を続 li tて いる、

徐々に少量命層でも発症するよう:こ なっている (化学物質逼敏症)、 受忍眼度

外であり、このまま放置すれば大変な事になる事を証明することです。

名古屋地裁平成 24年 12月 13日 判決、マンシ書ンベランダからの受動喫煙

被審で喫煙者に賠償を命 じる (報道)(藤井注 :ソ ンクが懇られている。 )

第 3、 日本禁煙学会か修の側面支援

澪本禁煙学会事務方は、本文書 18頁に示した作潮氏のブ暉グ内容 (甲 43

号護の2)をメーリングリストを通じ全会員‡
=下記のように送1広 している。

i本件について、ネ́ットや SNSで ご′か配されていることと思います。 日本禁燿

学会をしては、このような相手に直接は間わりませんが (今 のと二ろ)作露学

漿編の債J面支援を含め、正しし'鋳報を青さまliお伝えする()の です。嬬 りの

方々への広報を含め、ご協力・ご理解をよろしくお願いいたします。 |

第 4、 A:ら が購本禁煙学会に相談を行つていた事実
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(1)提訴までの流れ

① 日本禁煙学会・倉田文秋医師 (く らた内科)か ら診察を受ける

ハらは、下記の日本禁煙学会認定医・倉田文秋医師 (く らた内科)の発言

により裁判に誘導された可能性が高い。

(山 田弁護士の質問)作成していただいた診断書 |ま、診察した日の5ヶ 潟程後

の平成 29年 3月 28日 付であるのは何故か。

「受診された (平成 28年 10月 31日 )段階では、 ハ 家の方々と階下の

方 (103号室)と は、既にかなりこじれてしまっている印象がありました。

その時点で診断書を作成しても役に立たないσ)ではないかと説明し、日本禁煙

学会および受動喫煙の支援組織を紹介 しました。経過では訴訟にまで進まない

と問題解決ができない可能性が推測され、 F診断書が必要な段階になれば作成

します』と説明をしておりますc」 (lE 5号証の 1、 4頁、別訴甲50号証の

1 )

② 日本禁煙学会・岡本光樹弁護士 (受職喫煙相談担当)から訪間を受ける

翌年 |`ム成 29年 2月 14日 には、日本禁煙学会・岡本光樹弁護士 (受動喫煙

l‐ll談担当)が =A:家を訪れ、
ため「ゴミ箱を漁る上_よ_う 虹Z量2些生丞を行つている。

③宮田幹夫医師 (そ よ風クリニック)から診察書を発行してもらう

lp‐l年 3月 8饉 、化学物質過敏症の権威である富田幹夫医師 (そ よ風クリニッ

ク)は  A女た
1に対し、「化学物質過敏症」の診断書を発行する。
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④日本禁煙学会・倉田文秋医師 (く らた内科)から診断書を発行してもらう

爾年 3月 28・ 29日 、倉圏医師は Atら 3名 に対し、「受動喫煙症レベル

3」 の診断書を発行する。

⑤山田弁護士に日本赤十字社医療センター作田学医師のことを伝えた可能性

同年 4月 7諷 、ハ ,(:の 猥記には、 「曲圏弁護士さんへ 新しく作り直した

受議喫煙の経緯とレベル4の病院 情報をPCか ら送信する。1と ある。 レベ

ル 4の病院とは作田学医師が当時勤務 していた日本赤十字社医療センターであ

ると思われるc

⑥ 日本禁煙学会理事長・作田学医師 (日 本赤十宇医療センター)から診断書を

発行 してもらう

lm~l年 4月 12霞 、作開学医師まま: ス募 :に 対し、 「受動喫煙症レベル 4・

化学物質逓敏症」診断書を発行する。その 週́間後4月 19日 、作田学医自[iは

ハ 人 に対 し、 1受動喫煙症レベル 3J、  A脅 奪
1に 対し「受動喫煙症レベ

ル40化学物質逓敏症」との診薮:書 を発行する。

⑦同日、山猥義雄弁護士に3通の診断書を送付

問年4月 19露 、3通の診断:書は山田弁護士に届けられ、曲圏弁護士は内容

証明を藤井将登に送付。 「自宅で禁煙しなければ法的措置に出る」と警告。内

容証明には パ■葬 iの診断書内容が転載されていた。

③管理組合に報告

同年 8月 ～ 10月 、管理組合に申し出を行う。結果、掲示物が懲られる。
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⑨警察に報告 同年 8月 、神奈ず|1県 警本部長に瞭情を行う。結果4名 の刑事が

藤井家を調べにやって来る。

⑩提訴 爾年 1磯 月21日 、ハ .ら が藤井将登を被告として撮訴。

(2)日 本禁燿学会事務轟 。宮崎恭一けへ鑢 談

被書 ハ らが看本禁煙学会事務馬富鋳泰一氏よリア ドバイスを得ていたこと

は、警講 パ ら準鐘書面にて養らか:iな っている。

「原告な衰、日本禁煙学会のホームベージを見て議本禁煙堂全の事務局の

方々か盪 _様々な職言と指導を受け、倉難医銅 、宮田医師との診察と診断を

受 :す る機会と、更に作匿医籍の診察と診断を受 |す る機会も持った。1

「私,■ 、彗本賛揮学会に1、 」ヽ霊議で色々と_腱墜金塾菫豊上玉二二室丞圭塞撞遮

塞憮И燈望笙燿鰹翌日整菫酸盤{重きまtた。二 (丙 18号証 3頁、短訴甲

33写‐議 A_多 .錬述書)

し )ら ゆる機関への相談原告らは、被告らとの交渉を続けながら、あるいは被

告:こ 拒絶された後たく)、 何とか被告に自宅でψ)喫煙を止めて 1)ら いたいと考え

て、あらゆる機関への構後をしてきた。無え:ず、保健所であり、区役所の法律

権談であり、懸体の管理纏金であり、鶴察で左)り 、通本禁燿轟 立二弁護

ij会 であったりしたのである。 J
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「原告らは、いよいよ、いずれは訴訟まま避けられないので|ま ないかと判断 し、

X盗診盤塗窒逸週四蜜屁ば閣逸x意蛙
=墜

上 (甲

1、 雫 2、 甲 3).」

第5 謝助ではないという議弁

(1)日赤が知らない往診のこと

作霧医El13は 横浜l‐t裁から医師法 20条違反を認定された直後に、慌てて、

往診の事実はハ女体ハナスヘの往診を実施したc

(カ ノンテ )

のプログレスノー ト

にも記載されてしヽない

①先に答えを知りながら

往診の際のことについて、作翔氏は次のように述べている

「次に、作成時には身体診察がなされていなかったものの、原告八 当れ
の体講

獨 復を待ち、約 2年平後に私が往診 :こ て身体新見を把握 し、本書の内容に矛

盾がなかったことを確認している。さらには、長期間経過後のがんの再発に関

し′て、受動喫煙の関与が疑われる、ということである。j(甲 25号議 3要下

から9行 日 撼電話甲66零^証の 1)
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往診にてその内容にいかに矛盾がなかったかを作田氏が強弁 してみても、

元々答えを知っているのだから当然である。

②往診の規定から外れた行為

作圏氏は意見書で次のように述べている。

「その後、横浜地裁における判決が出たのち、原直ハ カ条菫の週菫理型宏劇慮轟

の厳 しき生相変ゎ らずであ重が週 □ 盟 亜 談lこ は耐えられるとの連絡があった

ので、 2019年 12月 16日 に、私が原告らの自宅に赴き、往診をした。」

(甲 25号証 3頁 10行 日、別訴甲66号証の 1)

ここで作田医師は明らかに往診の規定から外れた行為を行っている。

東京広尾にある日赤病院か毎横浜市青葉区のブ竿家までの距離は、往診で認

められている16キロメ‐ LセΩ題薗墜重壁≧璽▲盗 。 ま

た、 「原告A夕探纂の母親より連絡があった1と いうが、患者の希望

…往診を行うことは認めLれていとい.

さらに、作圏医師が往診を行ったとい う事実は、作猥医師が`ハ つ
け

た
一

を診

察しなかった理饉Jと も矛盾する。次の記載である。

「以 Lよ り、本書の作成には、豊燃磁滋霊選艶L菫鰹表選蛋証鯉【と立上二上

かかわL三=原告A娘の生命の危険をlEl避する、緊急避難としての背景があり、

制度上『診断書』という名目でしか発行する手段がなかったことが指摘でき

る。」 (甲 25号証 3頁下から11行 日、811訴 甲66号証の 1)

結果的には、診察を行 うことは可能だつたのだ。



(2)PM2.5の測定器を貸与した事実

往診をした際、作田氏は A:ら にPM 2.5の 演J定器を貸与したのである。

その測定器を使用して、~人
姜 氏が証拠 として出された p灘2.5値 は現 ら

かに遇大である.が、作薔医師は 「高いデータ」と数イ直をあやふやに表現しつ

つも、これが藤井氏のタバコ煙によるものだと甲66号証にて述べている。

「これ |ま浴室参換気扇を理すことにより、逆に周囲から空気を吸い込むこと

となり、pm2.5の 高い数1直が出たものと思われるc」 (琴 25号証 6頁、驚講

甲66号証の 1)

一方で日本禁煙学会が発行する『禁煙学』

「喫煙あり家庭ではおよそ 50μ g/ボ Jと 書し

が提出した pm2.5値 は、233 μg/漁fと 4

い数字は全窓封鎖の自動車内 (エ アコンoff

303 μ g/パである

107頁 には pm2.5の値として、

て`ある。裁判証拠として4墓":

29 μg/パであるが、これに近

で 490 μ g/1ば、エアコン oχlで

作配はこれ らの数値を |― 分知 り得る立場にいたにく,かかわらず、

が証拠提出した逼大な数値を裁中jに て支持 しているのである。

,/理妻

(3)行き過ぎた支援

作露氏は、被告準備書面 (1):こて、下記のように述べる。

「しかし、まず、被告作圏に限らず、区師が患者から診断書や意見書の作成を

依頼された場合 |こ 、薦らの診断結果に基づき診断書を作成し、また、白らの意

見を意見書として作成 して交付する行為が不法行為を構成することなどあり得

ない。J(被告準備書面 (1)8頁 )
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「各訴訟当事者の行 う立証活動の一環として、自身の主張を裏付ける医師の診

断書や意見書の作成を依頼して、これを証拠として提出する行為|ま何ら違法で

はなく、もし、原告の詭弁的主張が容れられるのであれば、医師の診断書等が

証拠として提整される多数の訴訟において、結果的に敗訴となったり、半j決に

おいて反対の結論が採決された場合の診断書や意見書の作成行為の多くが不法

行為とされることになるのであり、かかる点からも原告の主張が失当であるこ

と|ま 薪らかである。」 (被告準備書藤 (1)9頁 )

上記にて作田医師は自らが行った診断書作成行為は医師として通常の行為で

あると主張する。が、普遅は支援する気がな :す れば、診断書を作成 したあユま

放っておいてかかわらないはずである。 ところが臨 饉は判決の量に上で姿

を現 した。

法廷に現れたのは、それ′ほどこの訴訟 |こ熱を注いでいたからにほかならない。

それを今 さら「言助ではない。医師として当然のことだ」と通常の行為に見せ

かけようとする姿は見苦しい。

【第4章 作田氏の診断書がもたらした被書】

緊件訴訟中 31写‐証で提出された日本禁煙学会・岡本光樹氏により作成され

た 「住宅におけるタバコ煙害問題J                  で

1■
「3、 交渉及び講求の相手方」という項 目に|ま管理組合 と警察への相談につ

いて、次のような記載がある。

『管理人、管理組合、又 |ま管理会社の協力が得られる場合には、喫煙者の居室

の特定、および、改善の要望l~関 して、場を奏する場合がある。 :
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「警察官の訪問や、警察官 :こ よる喫煙者への注意によって、事実上、受動喫煙

被害が無くなる場合もある。」

実験た、ハ らが管理纏合と警察にかけあったことにより私たちは長年大き

な苦壕を与えられることになるcメ、俺胆医議の診断書が交付されるまではニ

控饉壼賛鑢 ‐       螂 底していなかつた^そオl′ は下記の記載か

ら1)講み取れる.

「平成 28等 礁2月 81日 の大轟 露の輝た、青葉暑で必死に助 |す を求めて、相

談に行ったのですが (三度 目)、 何く)し てもらえませんでしたc」 (丙 18号

議 6～ 7頁、喫講雫33号議
す

パ 域評 藤 述議

「難ケ毎11)理事会 :二 要望があり、当事者問
「

)議 ヒ′

すで:i吸 っていないと¢)議あり.J

(藤井お::管理織合が当事者覇♂)話 し

事実ではないt tt,会 ったのまま糸■合員 鬱 F

金しヽ:iた ち会っノ1が 、喫饉者は

合いにな立ち会ったとい うこ):=

‐
氏である。 )

この (11う に、作瞬医銀の診断書が発行されるまで;■、管理織合く,警察も特段

動いていなかったのである。ところが、墨成 99鐵嬢燿:こ作霊医議が「難井将

帯主重因上豊宣まる_診凝奎L止重整童麗選ヒ な鯉なか雄るよう:こ事鰺が進んで

いくのである。_
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第 1、 管理組合からの4年半にわたる被警

(1》 曖 勒喫煙症レベル 3・ 4と化学物質過敏症』を示す広蟷

壼平成 29年 4理
=作

購氏から「豊購めミュージシャン」と名指 t′ された診

攣書が発行され、日午8層 、 /へ 各
「

その難容を管理纏合:こ 報告 した。

管理纏合は我ルく家の現装や当事者な鐘かめることを一勢奪ず、300震警が

居注する目堆すべての難段「 133懸所)籍鶴示板に、 ハ らを間の トラブル

文書 |こ ;ま
「裁蓑れまで発展 ヒ́て ヒ́まうことi〕 麦,る ようです」とめ文言や、

1受幾喫煙症 レベル g鬱 嬢:ゃ 「化学鋳質糧鏡症」など、作副医師の診断織容

を聞かされていない類り壕 り得ない内容が議なされているこ

管理纏合は同文書を平成 2つ 等 8'ず 11_活 んゼ)理年 壺0月 1日 まで鶴承したこ

当時の驚:爾組合の議事録 li‡ 1難 次ダ)記載がある
=

1平成 29毎=な 月 6難 、職篠者が受動喫燿疲 レベル 3、 レ́ベル 4と なり、通降

:こ づ:つ 越 ヒ́で 避難中し メベルらだと心筋梗篤などとなる._

(議 》 1、 L鏃の住甦に饉機された文隧

最リリの鶴示物が難られて饉か ‐ヶ月後の91115

する棟の 薔、2鐘ず→住民:i「透隣でタバFを吸わ議t

住
　
，サ

居
　
い

ぶ
が
　
　

，
一

■
つ
　
　
　

‐・

Ａ

　

ヘ

ヽ

な

攣

　

る

ら|■私 た

(お擁褻しヽ ,

文書

とと滲ゝ鐘、藤井家濾赳人晰

上立鐘量簸墨【埜進塗壼卜Mは^下誕がその内容である.

を配奪 した .→ 上 喩 核け には ス _mと 藤井変 鱚賤裁ぼ
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2号練 (1～ 2階,の審犠ヘ

2号艤 2攀 2号室

A入
近隣でタバ=を 覆われる́なアヽ、(お驀い)

昨年春預から、外饗産√)強 しヽタバ・Iお理が A宅 ″
'事

電の中i■ 入るよう:こ な

り、家族全員が、咳、察ダ)鷲から食道ま
~ご

無鍾夫傷 lン た様なない纏み、票痛、

輩iき 気、胃鶉√→餐症 :Iよ る癌み等で1｀長まさ摩tる 様 ,Iな |ま l夕 た。

簸 (副流煙 ;まま、湾中から夜遷く迄、長時間、家
")華

に入って来ます.意を

開め,jつ
~1‐

1)、 意■,瞭 胃や空気Iれ等からア́、・
・てきで、家中‡i充議する機 :こ なり、

家‡i饉 めない状態:iな
`〕

て しまいました

そ
`∋

甍、専務医:i診 て1貰 しヽ114、 私は受難獲饉疲 レベル 3、 妻と競 |ま 、受動

甕燿II♭/′ くヽル棧l化学摯築通雛疲と
`)義

疲費,診野iで 、解毒燿を振爆、通統治警

:ヤ してお 拳菫―
ゞ
―

.

持 :こ 娘 :菫 叢疲で、fヒ学摯賞通敏疲の療状の

|)′ふイヤ:本i難書:iま 'Iイ
‐ ,すでし′主しヽ皮し′た‐́

1愛性受難1賛燿症 (華 1太

ンルギーー、ァれ、籍崚塞、

:イな学物質過敏鎧、タノ`二
=1'´

議獲鷲、結炎な 1ド )

豪てェ　　　ヽ
　レ

褒
　
腱̈

家
　
一」

，
つ
　

一ｔ

」
‐ヽ一
　
《
“

な

　

を嬢

華摯査漁壌尋t,な く

また、餐症後、

病です .

こ落t′ 以 [;li l量 生溝を統 lす るiユ
=購

t難いため‡i夫燿、磯を

無宅 :こ で治療 :こ 奪念 ヒ/た いと考力_て お います。

難
豪

栞
罐



しかし、受動喫煙症、化学物質i墨敏痘たなってしまった妻 と娘は、どんな軽

いタバ i=√≫遷で 1)鍍感に反応 して呼数霧難を起こします。

そこで、私共からψ)切 なるま:]願 t`ヽ なさせ て獲きます。

1)ヒ′、タバコをなわれ春方がお りましたら、安心 して始療機来る様に、タバ

職を控えて頂く等、格騨√)離慮をお願もヽ致 し′たく、本書を差し上ざる次第です。

(競t il,

(レ )受け喫煙啓蒙ポスターヘ眸鐵 り替え

そ丹一ヶ層後の 1● 躍豊[]日 、管理極おな.ぐれまでの広報時を 1あ なたら

饉、吸わない へ!二 稜わせていませんか ,と い う幣磯ボスターに響 摯替え_た

. 当時√)議襲録 lilま次ぐ)i;こ う:こ 書かれ
‐
て
‐
いる[

:議題 7.受動喫煙工‐,い―
〔 鬱デ1.者:県 市メ奪戒 :′ て1ヽ るチテシをラミネー ト

穣f■ン、J(饉する.:
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(5)管理組合蒟なる訂正のね示

今年:こ 入り、私たち|ま 管理纏合と交渉を行い、その結果、今年 (令和4年 )

6月 7藤 、管理総合は反奮σ)意 を次のよう‡i掲示上で述べた。

:管鷲率販合が鋳示 し,た 察饉物 1｀ 表警:で募告1誕 √)轟鶴書警 として使理さお́襄した

が、種告I銀 壽数訴により、ま報議載曇穣な構汽 :主否宅されました.:

「2技 諄のポメ、ターが掲示され、あたか i〕 事態メ艤続 している様な蒔:象 を総合

員だ与えまた′た.■_グ)受難喫煙だ|ス ター:ま 饉年手以 Lt,提示されまヒ′たし (覆

係鵞 :iな長期賢|.I獲 じ′轟ヽ理的重
=を

与えていた lf思 います.)i

管理組合が訂1三 √)見解を離 :ン
・イく驚1,たおかご

‐
li‐ 琴、た t)まま饉年■ぶ |'‡ i―l~す

き響まσ)群 1・ を意をお拳けるよう‡iな った。

奪 il・ 諷鋒がたったひ :ン 言、 1筆者のいうir、■ろ:iま る if lお 鷹載 してもヽれ :ず、

このような事態liな ならなか′→たので・・Nる .

第議、

「

テイバシー薇害

(量 》人権侵書意識の欠落

ハ 人 .が裁幣1溝 :二 難整11/た機 礁年分 J〕 澪競:liミ ると、ハ 火[′
Iよ 藤井将登つ驀

が鶴主車場 liれ,る か無いかを換機 liサ ー
・1ッ クし'(い た

夫√)奪がなもヽ場合:ti、 私な嬢を疑い、私 :〕 外痣していれぶ嬢ひキヤ,を疑った

室義¢→様 了‐1)無 い嚢 t.ヽ ていた霰 子1｀ 下記の難畿から1,わ かる.
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‐
言己:こ 日言己√)一部を写:理 す .ろ

E

:令議元年 11層 9藤 ti主 )

午議中から金づち曇様な菫ンコンと音がする。

1夕 方、各時すぎ、藤井 罐饉右無 6畳電気がぅいて議;量が見えたが、

墨覆 i■ i童イ扇∫もなかった。午ギI中 からホ )′ 夕
)√

)ヲ

「
ン章が止まっていた.

湾t、 議ζ量 摯置 :.■′てい //・ な言ってしヽプ■が、住める様 liし た0か。 1
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(2)延々と撮り続けたベランダの写真
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健 Aら は、藤井家の各部屋の窓の開開状態を表にして裁判所に提出した (

また、ベランダに置いたスリッパの写真までもが証拠提出された

これらの写真が裁判所に提銀された時に私は大きなショックを受けたcち ょ

うど網戸の写真が撮 られたの|ま コロすが始まった年の夏で、常時換気をするた

めに開けていたのである。それが裁判所に出された時に、我が家は網戸すら開

けることが出来ないのかと思った。

また、ベランダに置いたスリッパすら、裁半じ所に写真提出され、 「ベランダ

で吸つている証拠」とされてしまう。私達の日常生活はもはや:,A_ら による監

視状態にあるに等 しく、このことは大きなス トレスとなった。

日本禁煙学会が
`b因性を排               .〕 込みを三坐主

くとも敗訴までは)全て青定し、サポー トするが故に、白称・受動喫煙被害者

はこの様な行為を悪びれず行ってしまうに)だ。この責任は患者にあるのか、医

師 |こ あるのか。いずれにせよ、我が家になれば、言って       ドレス

で昼ねL継重蚤獣滋墜菫邑≦墜壺          整がもぅ6年以上織い

ている。未だに Aら の中では私と娘を含む藤井家が犯人なのだろう (藤井

注 :  A多 iは初めて我が家に来た時に、私を犯人と呼んでいる)。 心E■l性

の病を持った患者が漁覚を持てないのは仕方がないと考えるが、少なくとも、

医師は心閑性 :こ ついても考慮すべきではないのか,

(3)日本禁煙学会理事・岡本光樹弁護士による「ごみ漁り」の指示

上記のような 「飽人の家を現く行為1を 鋼本禁煙学会は推奨している。 日本

禁煙学会の同本光構弁護士く)、 平成 29年 2月 14日 に
~Al家

を訪れた際に、
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、轟本禁涯学会の考え方‡こよれ
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ンサーを借 りるので調_ヽくたいc近所の間き込みもしたぃ=臭 ってぃないことが

轟明できれば藤井さんへの機プァとなる。Jと 言 /― た
=

(3)神奈ブ|!県警本部長を動かした事実

同年 2馬 、第蹴目「1頸弁論が行わ驚l,た。 Aら から提難:さ ‡lた 書画を見て驚

1写 l´ た, 磯巨翔√)可
多

講穫 :童
: A:馨

 の鏡構 |こ ょり行われ、 2躍 目の訪難 :ま

!l」 鵬弁護士から,お錬1青 でィテゎれたのだ。権手,ま 棒奈り:1県 警本部長・斎藤実氏で

ある

ハ らか被害轟も告訴次 :,Ii:す こ―ななく警察を動か した事実 :政 、

li我が家を言なれ
~〔

いた強行費係長 ,望 夕』雇事た連絡を取 り確認が―ぉ

第 4、 高額訴議濾なる糠神峰菫鷹

男lj誓:訴訟グ)拶:萩 :i,1、
l Aす

ス 1ま :申枢神経系雛害の後逮障害等級擁 露機
i号‐

及ひ高次悩機能こ1後遺障害等級第 2級 1)∫
‐
l li該 11し 、約 25, 9ぐ)o、

〔)()()′げ溺7,請求を1■ い、 A現許 キ:議 「中枢神経系障害後遺障害等級第 5級
2号、及び高次騨機能の後遺障害等級第 5繰 2号」li該 当し、約 ‡心、 7罐 o、

('('0万 竃ダ)轟求を行っている。が、そ遷ならを立議するための医師から分診断

書 1■ 1可 1)提 illさ れていなかった
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診断書も出されてtiな いのに、このような事を主張するのが可能なのかを当

時の代理人に問 うと、 F言 うだけは自由だが、裁拳J所が証拠採用するかは別」

と言われた=驚いたc立証する証拠を持たなくても言い値で損害請求額をつけ

れてしまうのだ。そのような思いつきともとれることで、我が家は4500万

円とい う重圧を 3年にわたり負わされるこれ こなった。

そ 1,そ も裁半1鈴被告となることが、私たちのような庶民にとっては大きな精

神的負担である。訴えられる慣1か らすれば、しかも自己の行為とは全くつ りあ

わない高額の損害詰償を請求される場合には、それ |ま脅裁でしかない。故にこ

そ 「訴えるぞ」としヽう言葉がときに脅迫罪に当たる場合があるという議論が起

こるのである。

事実、被告 A孝 職ま本人鵡 (甲 2● 翻 において主 宏 って菫

煙と壺奎左墜2二_裁整盤したらきまがにやめるんではないか|と 語つている。

すなわち、裁構を起こすことそのものが慢場となり得、嘱実型、たちは訴えられ

たことにより精神的重圧を受けたのだ。

被告作 I選 が理事長を務める澤本禁矩学会は、この

からこそ『受動喫煙にお困りなら、こうし′ましょう

レ
⊂
　
　
爾
「

，

一
　

＜

をよく知っている。だ

2零^轟 )退 で、喫煙者

をして禁極 させるた_めニニ診断書交付、内容証明といつた手続き命後に「最終

的には裁判になるでしょう」と、虚当上量二宣二上が右勉上奎墜量昼二主益主

勧めているのだ1,

t)し仮 |こ 、別警i訴訟が Alら 吟損害賠償を 1千万菫Jで く)認 めていたならば、

彼らは所購 千名古屋ベランダ喫煙裁機」:こ 加えて、その拳:痰 をこの文書に載せ

て今以 な二揺訴を犠 り南てた可能性もある。

もちろん講訟を起こす権利は、銀民に保障されているっただし本件 |■ おいて

緊件訴訟 1童 、そモ)そ :)が客観的・事実的根拠のない訴えであり、このことは被

な Atら li t)、 当然理解ができた筈めものとし′か考えられないのである。
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ここに轟家資格をもつ医師である作田が与えた 「1階に住む ミュージシャン

の喫煙による受動喫煙症である」とのお墨付きが、どれほどの力を A:ら に与

えただろうか。 しかもその診断にすら、
:Aら の自己申告以外には、医学的に

も科学的にも、根拠とすべきものは存在 しない分だ。

しかしこのこと、っまり被告:Aら および作田の主張から|ま なんの客観的 む

事実的壌拠 も見畠せないことを、裁判で証明するために私たちは 3年 をか :す 、

多大な時閣と労力、少なからぬ費雇を負担させられ、そ して精神的重圧に書 し

められ続けたのである。
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